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          本号で公布された条例等のあらまし 

2



北九州市介護保険の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成３１年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第３１号 

北九州市介護保険の実施に関する規則の一部を改正する規則    

北九州市介護保険の実施に関する規則（平成１２年北九州市規則第６９号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条中「同条第１項第１号に該当する者の平成３０年度から」を「平成

３１年度及び」に改め、「まで」を削り、「３２，８８０円」を「次の各号に

掲げる第１号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額」に改め、同条に次の

各号を加える。 

（１） 条例第１０条第１項第１号に該当する者 ２７，４００円 

（２） 条例第１０条第１項第２号に該当する者 ４２，０２０円 

（３） 条例第１０条第１項第３号に該当する者 ５２，９８０円 

付則第３項中「平成３１年２月２８日」を「平成３２年２月２９日」に改め

る。 

付則第４項中「平成３１年３月」を「平成３２年３月」に改める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、付則第３項及び 

第４項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の付則第３項の規定は、 

同年３月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１２条の規定は、平成３１年度以後の年度分の保険料について

適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 
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北九州市告示第１４４号 

 地方自治法 ( 昭和２２年法律第６７号 ) 第２５２条の３６第１項の規定によ

り包括外部監査契約を締結したので、同条第６項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成３１年４月４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 契約を締結した者の氏名及び住所 

 ( １ )  氏名 神尾康生  

( ２ )  住所 北九州市八幡西区東鳴水四丁目１０番２１号 

２ 契約の期間の始期 

 平成３１年４月１日 

３ 監査に要する費用の額の算定方法 

  基本費用並びに執務費用及び実費の合算 

４ 監査に要する費用の支払方法 

  監査の結果に関する報告提出後に一括払い 
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北九州市告示第１４５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市エコタウンセンターにおける使用料の徴収事務を次のとおり委託し

た。 

  平成３１年４月４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

一般社団法人北九州エ

コタウンネットワーク 

北九州市若松区向洋町

１０番地２０ 

平成３１年４月１日か

ら同年６月３０日まで 
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北九州市告示第１４６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州エコタウン事業概要ＤＶＤの売払代金の収納事務を次のとおり委託し

た。 

  平成３１年４月４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

一般社団法人北九州エ

コタウンネットワーク 

北九州市若松区向洋町

１０番地２０ 

平成３１年４月１日か

ら同年６月３０日まで 
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北九州市告示第１４７号 

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）第６条第３項の規定により、平成３１年４月１日から平成３５年３

月３１日までの北九州市門司麦酒煉瓦館の利用料金の額を承認したので、北九

州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市

規則第３４号）第５条の規定により、次のとおり告示する。 

  平成３１年４月４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

金額 備考 

展示室 観覧料 ― 大人 中学校の

生徒以下

の者 (４

歳未満の

者を除く

。) 

個人 １人

１回

１００円 ５０円

団体（

３０人

以上）

８０円 ４０円

市民ギャラリ

ー 

９時～１

２時 

１２時～１

７時 

１７時～２

２時 

営利のための販売会

、展示会、イベント

等を主たる目的とす

る利用に係る場合の

額は、規定の額の３

０割に相当する額と

する。 

２２０円 ３８０円 ６００円

駐車場 大型自

動車及

び中型

自動車

１台１回（

１日以内） 

１，０００円１ 大型自動車、中

型自動車及び普通

自動車の区分は、

道路交通法の一部

を改正する法律（

平成２７年法律第

４０号）による改

普通自

動車 

１台１

回（１

日以内

駐車を開始した

時から３０分を

超える３０分又
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) はその端数を１

単位とし、１単

位ごとに１００

円。ただし、駐

車時間が２時間

３０分を超える

場合は、５単位

の利用に係る金

額とする。 

正前の道路交通法

第３条に規定する

ところによる。 

２ カード式回数券

は、５０単位の利

用ができるものと

する。 

３ 利用料金は、自

動車を出庫させる

際に納入すること

。ただし、カード

式回数券に係る利

用料金は、これを

発行する際に納入

すること。 

４ 前項ただし書に

定めるもののほか

、指定管理者が必

要があると認める

場合は、利用料金

を前納とすること

ができる。 

カード

式回数

券 

１単位の利用に

係る金額に５０

を乗じて得た額

の８割５分に相

当する額 

8


